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１．感染者が発生した場合の基本的な対応 

（１）児童生徒、教職員が感染した場合 

 

君津保健所（以下保健所）から指示をされた期間、出席停止または 

出勤停止（療養休暇）とする。治癒後、出席・出勤が可能となる。 

    

  ＊臨時休業の実施（２～３日） 

 → 学校の消毒、保健所による濃厚接触者の特定 

＊校内の消毒作業 

＊保健所への情報提供 

→ 濃厚接触者は、保健所によって特定され、自宅待機等の指示が出

される。 

＊児童生徒への支援 

 → 学習の保障（家庭学習用のプリント等の配付） 

 → 健康状態の把握（電話等で定期的に心身の健康状態を把握） 

＊保護者へ情報の発信 

＊PCR 検査の実施 

 → 保健所等の指示で状況に応じて実施 

 ＊学校再開について保健所との協議 

    → 濃厚接触者の特定、学校の消毒等要件が満たされた後、保健所と

協議の上、学校の再開の時期を判断する。 

 

 

２．濃厚接触者となった場合の基本的な対応 

（１）児童生徒･教職員が濃厚接触者となった場合 

 

保健所の指示に従い、出席停止または出勤停止（職免）となる。 

 →保健所と相談の上、出席停止、出勤停止を解除する。    
   

＊原則として、臨時休業は行わない。ただし、保健所の助言等を参考 

に、実施を検討する。 

＊PCR 検査の結果 

→ 陽性の場合は、１－（１）と同様の扱いをする。 

     → 陰性の場合は、最終接触日から２週間自宅待機とし、健康観察

期間とする。（出席停止・出勤停止（職免）） 
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＊濃厚接触者ではないが、念のため PCR 検査を実施する場合は、結果が 

出るまで自宅待機とする。（出席停止・職免） 

＊PCR 検査の結果 

→ 陽性の場合は、１－（１）と同様の扱いをする。 

 

（２）同居する人が濃厚接触者となった場合 

 

本人に、発熱や風邪症状等がない場合については、出席･出勤して 

差し支えがない。 

 

 

＊登校について、保護者から相談があった場合は、感染予防の協力を 

 依頼する。また、欠席にならないことを伝える。（特欠） 

   ＊原則として、臨時休業は行わない。ただし、保健所の助言等を参考 

に、実施を検討する。 

＊濃厚接触者の PCR 検査の結果 

→ 陽性の場合は、２－（１）と同様の扱いをする。 

    

 

３．発熱や風邪症状が見られる場合の対応 

（１）児童生徒の場合 
   ＊出席停止 
     → 症状が改善し、学校生活に支障がない場合、登校可能。 
     ※改善後、数日間、様子を見る場合も出席停止。 

（２）教職員の場合 

   ＊特別休暇 

→ 症状が改善し、勤務に支障がない場合、出勤可能。 

※改善後、数日間、様子を見る場合も特別休暇。 

（３）同居する人の場合 

   ＊本人に発熱や風邪症状がない場合は、登校・出勤して差し支えない。 

＊登校について、保護者から相談があった場合は、感染予防の協力を 

依頼する。また、欠席にならないことを伝える。（特欠） 

 

 

 



木更津市ガイドライン4 

 

４．出席停止等の扱い 

 状 況 児童生徒 教職員 学 校 

（１） 感染が判明した

場合 

治癒するまで「学校

保健安全法19 条に基

づく出席停止」とす

る 

療養休暇 

（臨時的任用教職

員･会計年度任用

教職員は特別休暇

で取り扱うことが

できる） 

学校は２日から 2

週間程度、臨時休

業とする。（保健所

の指示） 

（２） 濃厚接触者に特

定された場合 

（濃厚接触者に

準ずる場合も含

む） 

保健所が自宅待機な

どを求めた期間（感

染者と最後に濃厚接

触した日の翌日から

2 週間が基本）「学校

保健安全法19 条に基

づく出席停止」とす

る 

職務に専念する義

務の免除 

（臨時的任用教職

員･会計年度任用

教職員も同じ） 

※職免を８日以上

取得する場合、校

長経由で教育長あ

て申請書を提出。 

学校は、原則とし

て、臨時休業は行

わない。ただし、

保健所の助言等を

参考に、実施を検

討する。 

（３） 同居する人が濃

厚接触者に特定

された場合 

本人に、発熱や風邪

症状がない場合につ

いては、出席･出勤し

て差し支えがない。 

休む場合は、「特欠」 

扱いとする。 

本人に症状ある場

合は特別休暇 

 

学校は、原則とし

て臨時休業は行わ

ない。ただし、保

健所の助言等を参

考に、実施を検討

する。 

（４） 発熱や風邪症状

が見られる場合 

「学校保健安全法 19

条に基づく出席停止」

とする 

 

 

特別休暇 通常 

（５） 同居する人に発

熱や風邪症状が

見られる場合 

本人に症状がない場

合は、「特欠」扱いと

する。 

 

特別休暇 

（勤務しないこと

がやむを得ないと

認められる場合に

限る） 

通常 
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（６） 海 外 か ら 帰 国

し、2週間の自宅

等で待機を要請

された場合 

その期間は「学校保

健安全法第19 条に基

づく出席停止」とす

る。（その後、健康状態

に問題がなければ登校

可） 

検疫法第16条第2

項に規定する停留

（これに準ずるも

のを含む）の対象

となった場合：特

別休暇 

通常 

（７） 症状等はないが

保護者から休ま

せたいと相談が

あった場合 

「非常変災等児童生

徒または保護者の責

任に帰すことができ

ない自由で欠席した

場合などで、校長が

出席しなくてもよい

と認めた日」とする。

（特欠） 

 通常 

 

（８） 医療的ケアが日

常的に必要な児

童生徒等や基礎

疾患等のある児

童生徒等が主治

医や学校医に相

談の上、登校す

べきでないと判

断された場合 

「非常変災等児童生

徒または保護者の責

任に帰すことができ

ない自由で欠席した

場合などで、校長が

出席しなくてもよい

と認めた日」とする。

（特欠） 

教職員本人に症状

有：特別休暇 

通常 

 

※教職員の子どもの学校が臨時休業になった場合は、特別休暇(出勤困難)。 

※臨時休業になった場合の教職員の勤務等については、教育委員会と協議。 

※これ以外の対応については、学校教育課へ確認のこと。 
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５．校内体制の整備 

  各学校においては、当面の間、新型コロナウイルス感染症対策にあたる対

策本部を設置し、学校全体で感染対策に取り組む体制を整備することとす

る。 

  設置にあたっては、学校の規模や教職員構成に応じた対策本部となるよ 

う努める。 

 

【対策本部の役割】 

 ●平時：感染対策の検討・実施、児童生徒及び教職員の健康状況確認 等 

 ●感染者等発生時：対応の総括･指示、教育委員会との連絡、保健所との連

絡、情報発信 等 

 

【対策本部の設置例】 

〔例1〕 既存の委員会を利用して、設置する。 

･企画委員会＝対策本部 

 

〔例2〕 基本メンバーを決め、扱う内容によりメンバーを増減する。 

（例）感染者発生時           

 

＋ 学級担任  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策本部】 

校長、教頭、教務主任、保健主事  

学年主任、養護教諭  など 
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６．連絡体制の整備 

（１）児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

●関係機関への連絡 

   ＊あらかじめ、君津保健所、市教育委員会、学校医等の緊急連絡先一覧 

を作成し、教職員間で共有しておく。 

   ●教職員・保護者への連絡 

  ＊緊急時の連絡体制（連絡網、メール配信、電話による連絡等）を確認 

しておく。 

   ＊学校のホームページを活用した情報提供方法を検討しておく。 

 

（２）児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合の各機関の具体的な対応 

  ①校長は、児童生徒または教職員に感染者が発生した場合、速やかに市 

教育委員会学校教育課(23-5245)に報告する。 

 

②校長は、感染者について、治癒し、医師の指示が出るまでの間、出席 

停止及び出勤停止とする。 

連絡

指導･助言

連絡

連絡 連絡

指導･助言

受診

診断･診療

児童生徒

保護者

学校医

教育委員会

医師会

教育事務所管理課

0438-25-1311

君津健康

福祉センター

0438-22-3745

報告

指導･助言

医療機関

報告

学校

学校へ聞き取り当調査･指導･助言

本人へ聞き取り当調査

市：健康推進課
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③校長は、感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査に 

協力すること。 

 

④市教育委員会は感染症対策部会（教育長、部長、次長、４課長、学校  

教育課主幹、まなび支援センター所長、保健担当指導主事）を組織し、 

対応について協議する。市保健部、保健所との対応窓口は次長とし、速 

やかに連絡をとる。市対策本部会議については、部長が行う。 

※保護者・教職員から連絡があった場合、別紙１に沿って聞き取りを行い、報告 書

を学校教育課へ提出。 

    

⑤市教育委員会は、学校保健安全法第 20 条に基づき、原則として、当 

該校について感染が確認された日の翌日から土日祝日を含め、3 日間 

を目安に臨時休業を行う。ただし、臨時休業の期間・規模については、 

保健所と相談の上、別途判断する場合がある。 

 

⑥学校は、保健所の指示に従い、市教育委員会及び学校薬剤師等と連携 

して、消毒液（次亜塩素酸ナトリウム消毒液、または在庫が充分あると 

きは消毒用エタノール）を使用し、接触者が使用した教室等の消毒を速 

やかに行い、学校保健担当主事が確認を行う。 

 

⑦学校は、市教育委員会と情報共有し、プライバシーに配慮した上で、 

保護者に対して説明文書（連絡メール）を配布する。 

 

⑧市教委（学校教育課主幹）は、個人情報に十分配慮した上で、市ホーム 

 ページ等にて感染症に対しての情報（感染経路、学校での対策、消毒に 

 ついて、濃厚接触者や PCR 検査対象者など）を周知する。 

 

⑨学校は、当該児童生徒等が、差別・偏見・いじめ等の対象とならない 

よう、十分な配慮や注意を行う。 

 

⑩保健所は、感染者の通う学校に対する積極的疫学調査により、濃厚接 

触者を特定し、その者に対して健康観察を行う。保健所が学校におい 

て、感染者の行動履歴の把握や濃厚接触者の特定等の調査を行う場合 

には、学校や教育委員会も協力する。 
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（３）児童生徒及び教職員に濃厚接触者が発生した場合の各機関の具体的 

な対応（同居家族が感染した場合など） 

   ①校長は、児童生徒または教職員に濃厚接触者が発生した場合、速やか 

に市教育委員会学校教育課(23-5245)に報告する。 

 

②校長は、濃厚接触者について、学校保健安全法第１９条に基づく出席  

 停止の措置をとる。出席停止の期間は、感染者と最後に接触した日の 

 翌日から２週間とする。ただし、この期間は保健所と相談の上、別途 

 判断する場合がある。また、市教委は、原則として臨時休業は実施し 

 ないが、保健所の助言や、接触者の検査結果によって、実施を検討す 

 る場合がある。 

 

③学校は、当該児童生徒等が、差別・偏見・いじめ等の対象とならない 

よう、十分な配慮や注意を行う。 

 

④市教委は、感染症対策部会（教育長、部長、次長、４課長、学校教育 

課主幹、まなび支援センター所長、保健担当指導主事）を組織し、対 

応について協議する。市保健部、保健所との対応窓口は次長とし、必 

要に応じて連絡を取る。市対策本部会議については、部長が行う。 

 

※保護者・教職員から連絡があった場合、別紙１に沿って聞き取りを行い、報告 書

を学校教育課へ提出。 

    

   ※濃厚接触者が PCR 検査の結果、陽性となった場合は、６－（２）感染者が発生し

た場合の対応をとる。 

    

※濃厚接触者に準ずる場合の対応については、保健所等の助言を参考に出席停止の 

期間等を決定する。 
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７．情報の発信について 

 

      学校：保護者等から感染者（濃厚接触者）等 

発生の報告を受けたら 

 

 

 

            保護者へ                市教委へ 

   連絡メール、文書等の発信         患者発生の報告 

                                              (発生報告書の提出) 

                         

 

   ①患者発生時              

       ＊感染の状況             関係機関（保健所、健康推進課） 

＊臨時休業の期間          を通じて発生の確認 

     ＊校内の消毒状況          

     ＊保護者への依頼 

      ・外出を控える 

      ・健康状態の確認         市ホームページ、らづナビ 

                      安心安全メールの発信 

   ②濃厚接触者確定時          報道関係への情報提供 

＜有の場合＞            

 ＊濃厚接触者について            

＊臨時休業の延長  

＊学習の保障について         ①学校からの報告後 

＊風評被害について                   （県からの発表後）                   

  ＊今後のメール配信について 

                        ②濃厚接触者確定後 

＜無の場合＞ 

 ＊濃厚接触者（無）について          ③その他状況に応じて 

  ＊今後の予定 

 

③その他状況に応じて 


